
（平成２１年１月８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認大分地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大分国民年金 事案 371 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年４月から 60 年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められるとともに、59 年１月分の国

民年金保険料については、重複して納付されたものと認められることから、納

付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年９月から 60 年６月まで 

     昭和 60 年６月に役場から私の申立期間の国民年金保険料の請求がきて、

妻が、妻の妹から 18 万円ぐらいを借りて、28 月分の国民年金保険料を一括

して納めた。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間直後の昭和 60 年７月から厚生年金保険被保険者となる

同年 12 月までの国民年金保険料を、毎月納付していることが確認できる上、

申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付したとする申立人の妻は、国民

年金加入期間について国民年金保険料を完納している。 

また、申立人の国民年金加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金手帳

記号番号前後の被保険者記録及び申立人の国民年金保険料納付状況から、昭和

60 年６月ごろと推認されるところ、この時点では、申立期間のうち、58 年４

月から 60 年６月までの国民年金保険料は過年度納付及び現年度納付による納

付が可能である。 

さらに、申立人の妻は、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を一括納付

する際に、市の職員から「時効により７か月は保険料納付できない期間があ

る。」と説明を受けたと述べているが、一括納付したと主張する国民年金保険

料納付月数（28 か月）は昭和 60 年６月時点で実際に納付が可能な 58 年４月

から 60 年６月までの 27 か月とほぼ一致すること、及び一括納付したと主張す

る国民年金保険料額（18 万円ぐらい）は、当該期間の国民年金保険料を納付

するのに必要な金額（16 万 4,820 円）に概ね一致することから、申立人の妻

の供述は、基本的に信用できるものと考えられる。 



加えて、申立人の妻の妹は、申立期間当時、申立人の国民年金保険料として

申立人の妻に資金を貸したと証言している。 

なお、申立期間のうち、昭和 59 年１月の国民年金保険料については、申立

人の 61 年１月分の国民年金保険料が厚生年金保険料と重複して納付されたた

め、当該保険料を、社会保険庁が 59 年１月分の国民年金保険料として充当処

理している事実が認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 57 年９月から 58 年３月までの期間は、申立人

の国民年金加入手続が行なわれたと推認される 60 年６月時点では、既に時効

により国民年金保険料を納付できない期間であり、当該期間の国民年金保険料

が納付されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和58年４月から60年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れるとともに、59 年１月分の国民年金保険料については、重複して納付され

たものと認められる。 



大分国民年金 事案 372 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和45年１月から同年３月までの期間及び46年１月から同年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年１月から同年３月まで 

② 昭和 46 年１月から同年３月まで 

     国民年金保険料納付記録について照会したところ、申立期間の納付事実が

確認できないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②は、それぞれ３か月と短期間であり、申立人は、当該期間

前後の昭和 44 年４月から 58 年３月までの国民年金保険料については、申立期

間①及び②を除き未納は無い上、過年度納付や追納を複数回行ってきており、

未納とされている期間の解消を図るべく努めていたことが推認される。 

   また、申立人は、申立期間①及び②の前後を通じて同一の建設会社に勤務し

ており職業変更や住所変更はなく、生活状況に大きな変化は認められないとこ

ろ、前述したように申立期間①及び②前後の国民年金保険料が納付済みである

ところからすれば、途中の申立期間①及び②のみ未納とされていることは不自

然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大分国民年金 事案 373 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年６月から 41 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年６月から 41 年３月まで 

私は、申立期間当時から、実家で両親と農業をしていた。申立期間の私の

国民年金保険料の納付記録は未納になっているが、当時、父が「給料は払え

ないが国民年金の保険料は払っておく。」と言っており、両親は納付になっ

ているのに私だけが未納になっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間以降、平成 15 年５月（60 歳到達時）までの国民年金保

険料をすべて納付しているところ、国民年金保険料納付済期間には付加保険

料を含めて納付している期間及び前納している期間が含まれる上、申立人の

国民年金の加入手続及び保険料の納付をしていたとする申立人の父親は、母

親とともに国民年金制度発足時からの国民年金保険料を完納しており、申立

人及び両親の納付意識の高さがうかがえる。 

   また、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿では、申立人の国民年

金手帳記号番号は昭和 41 年 12 月に払い出されたこととされているが、Ａ市

の申立人に係る国民年金被保険者名簿には、昭和 38 年度の納付状況等欄に「６

月加入」と記載されている。Ａ市は、当該記載について「昭和 38 年６月に加

入手続をしたと考えられる。」と回答しており、申立人が、申立期間当時から、

国民年金に加入していた可能性がうかがえる。 

   さらに、申立人の母親も、申立人の申立期間の国民年金保険料について、「（申

立人の父親は）家族３人分の国民年金保険料を納付していたはず。」と証言し

ており、申立人の父親の納付意識の高さを踏まえると、あえて申立人の申立

期間に係る国民年金保険料のみ納付しなかったとは考えにくい。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大分国民年金 事案 378 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年７月から 47 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年７月から 47 年３月まで 

    国民年金保険料の納付記録について照会申出書を提出したところ、昭和

46 年７月から 47 年３月までの期間が納付事実なしとの回答をもらった。申

立期間の当時は会社に勤務していたが、厚生年金には加入しておらず、業

務としては、全国を移動して営業活動をしていたので家にはたまにしか帰

ることができなかった。 

    最初に国民年金保険料をＡ市役所で納付した時に窓口で、「２年前までは

遡って納めることができるが、２年を過ぎると時効で納めることができま

せん。」と聞いた憶えがあるが、その後は、時効にならないように国民年金

保険料を納付したはずです。申立期間が未納のはずはない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間以降の国民年金加入期間について、国民年金保険料の未

納は無い上、厚生年金保険から国民年金への切替手続を複数回、適切に行って

おり、申立人の納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人は、申立期間以降の国民年金保険料について、時効にならない

ように国民年金保険料を納付してきたと主張しているところ、申立期間直後の

昭和 47 年４月から 49 年５月までの国民年金加入期間及び 51 年９月から 53

年７月までの国民年金加入期間について、複数回、過年度納付を行うことによ

りすべての国民年金保険料を納付しており、申立人の主張は、基本的に信用で

きる。 

さらに、申立人は、申立期間直後の昭和 47 年４月から同年９月までの国民

年金保険料を 48 年８月に過年度納付していることが確認でき、この時点では、

申立期間も過年度納付が可能な期間であり、申立人が、あえて申立期間の国民



年金保険料のみ納付しなかったとは考えにくい。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大分国民年金 事案 379 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年３月及び 47 年４月から 48 年３月までの期間並びに 50

年 10 月から 51 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年３月 

  ② 昭和 47 年４月から 48 年３月まで 

  ③ 昭和 50 年 10 月から 51 年３月まで 

国民年金保険料の納付記録について照会申出書を提出したところ、申立期

間①、②及び③について納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。 

申立期間①については、結婚する以前であり、実家の両親が納付してくれ

たはずである。 

また、申立期間②については、Ａ銀行Ｂ支店の領収書があり、間違いなく

納付しており、還付を受けた記憶もない。 

    さらに、申立期間③については、領収書は所持していないが、納付したは

ずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、１か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳記号

番号が払い出された昭和 40 年９月の時点で、過年度納付が可能な期間である

上、Ｃ市の元職員は、「申立期間当時、Ｃ市役所では、窓口に手書きの納付書

を備えておき過年度納付に対応していた。」と証言しており、申立人の申立期

間①直後の40年４月から厚生年金保険に加入する42年１月までの国民年金保

険料がすべて納付されていることを踏まえると、申立人の国民年金加入手続及

び保険料納付をしたとする申立人の両親は、申立期間①の国民年金保険料につ

いても納付したと考えるのが自然である。 

   また、申立期間②については、申立人は、申立期間②に係る国民年金保険料

の領収書を所持しており、当該領収書には、納期限経過後の昭和 49 年１月 18

日付けの金融機関の領収印が押印されているものの、市の国民年金被保険者名



簿及び社会保険庁の記録からは、当該保険料が還付又は充当されたことは確認

できず、当該期間の国民年金保険料は長期間にわたり収納されていたものと考

えられる。 

   さらに、申立期間③については、申立人は、申立期間②直後の昭和 48 年４

月から平成 20 年３月までの国民年金加入期間について、申立期間③を除き、

国民年金保険料の未納は無い上、60 歳に到達した平成 17 年３月以降も国民年

金に任意加入し国民年金保険料を前納しており、申立人の納付意識の高さがう

かがえる。 

加えて、申立人は、昭和 50 年４月から同年９月までの期間及び 50 年１月か

ら同年３月までの期間の国民年金保険料を、申立期間③の期間中である 50 年

12 月 16 日と同年 12 月 26 日に、それぞれ現年度納付及び過年度納付している

ことが確認でき、申立人が、申立期間③の国民年金保険料が未納であることを

認識しながら、あえて当該期間の国民年金保険料を納付しなかったとは考えに

くい。 

納期限経過後に納付されたことを理由として、保険料の納付を認めないのは

信義則に反することなどの事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



大分国民年金 事案 380 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年５月から同年 11 月までの期間並びに

昭和 53 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年５月から同年 11 月まで 

  ② 昭和 52 年 12 月及び 53 年１月 

  ③ 昭和 53 年２月及び同年３月 

     申立期間①前後は、Ａ町の実家に住んでいた。申立期間①当時は、夫とＢ

市に居住しており、毎月は国民年金保険料を納付していなかったかもしれ

ないが、申立期間②時点では再びＡ町の実家に戻っており、後になって、

義父から、一括して国民年金保険料の請求書が届いたと言われたことを覚

えている。義父が、請求を受けて納付せずにそのままにしておくことは考

えられないので、一括して納付したと思う。申立期間①及び③については

未納、申立期間②については未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び③については、それぞれ７か月及び２か月と短期間である

上、申立人は、昭和 51 年９月から平成 20 年２月（60 歳到達時）までの国民

年金加入期間について、申立期間①及び③を除き、国民年金保険料をすべて

納付している。 

また、申立人の夫も、国民年金加入期間について国民年金保険料をすべて

納付している上、申立人の申立期間の国民年金保険料を納付したとする申立

人の義父も、昭和 38 年 11 月から 58 年９月（60 歳到達時）までの国民年金保

険料をすべて納付しており、申立人の義父をはじめとする申立人家族の納付

意識の高さがうかがえる。 

さらに、申立人は、昭和 52 年５月にＢ市へ転居後、同年 12 月に再びＡ町

の実家に戻った後に、義父から国民年金保険料の一括納付書が届いたことを

聞いた旨主張しているところ、申立人の特殊台帳の記録から、申立人の申立



期間①以前の国民年金保険料納付済み期間及び申立期間③以降の国民年金保

険料納付済み期間は現年度納付されていることが推認できることから、申立

人が主張する一括の納付書は、申立期間①及び③に係る過年度納付の納付書

であったと考えられ、申立人の義父の納付意識の高さがうかがえることを踏

まえると、義父は、申立期間①及び③の国民年金保険料についても過年度納

付したと考えるのが自然である。 

一方、申立期間②については、社会保険庁の特殊台帳から、申立人は、昭

和 52 年 12 月に国民年金被保険者資格を喪失し 53 年２月に被保険者資格を再

取得していることが確認でき、申立期間②は国民年金の未加入期間となるこ

とから、当該期間の国民年金保険料納付書が発行されたとは考えにくく、申

立期間②当時、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

また、申立期間②の国民年金保険料が納付されたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年５月から同年 11 月までの期間並びに昭和 53 年２月及び同年３月の

国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



大分厚生年金 事案 139 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の、Ａ社における厚生年金保険の資格取得日は昭和 19 年 10 月１

日、資格喪失日は 22 年５月 30 日であると認められることから、当該期間

に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間に係る標準報酬月額については、昭和 19 年 10 月から 20

年９月の期間は 40 円、20 年 10 月から 21 年９月の期間は 20 円、21 年 10

月から 22 年４月までの期間は 30 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年 10 月１日から 22 年５月 30 日まで 

    私は、申立期間について、Ａ社に勤務したのに、厚生年金保険の記録

が無いので旧姓で調べてほしい。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の供述により、申立人が、申立期間当時、Ａ社に勤務して

いたことが推認できる。 

   また、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿には、申立人の申立期間当時の氏名（名前の一部が相違）、生年月日の

一部が異なるが、類似した未統合となっている被保険者記録が確認できる。 

さらに、複数の元同僚は、「申立期間当時、男子を含め、Ｂ姓の従業員は、

申立人のほかはいなかった。」と供述しているところ、被保険者名簿におい

て、Ｂ姓の女性被保険者は１名である上、当該記録の名前は、元同僚が供

述している当時の申立人の通称名と一致していること、及び申立人が就業

した時期等についての申立人及び複数の元同僚の供述がほぼ一致すること

から、当該未統合記録は申立人の厚生年金保険被保険者記録に相違ないと

判断できる。 



   なお、申立期間に係る標準報酬月額については、Ａ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿により、昭和 19 年 10 月から 20 年９月までの期間

は 40 円、20 年 10 月から 21 年９月までの期間は 20 円、21 年 10 月から 22

年４月までの期間は 30 円とすることが妥当である。 

 



大分国民年金 事案 374  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年２月から 40 年３月までの期間、44 年４月から 45 年３月

までの期間、及び 46 年４月から 49 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年２月から 40 年３月まで 

  ② 昭和 44 年４月から 45 年３月まで 

  ③ 昭和 46 年４月から 49 年３月まで 

私は、ずっと衣服補正の仕事をしており、納めないとならないものは納め

てきたので、国民年金保険料が５年間も未納であることはあり得ない。 

年金手帳に記載されている姓が訂正されており、他人の記録と混ざって

いるのではないか。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時期

は、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿から、昭和 42 年５月６日

であることが確認できるところ、この時点では、申立期間①は時効により国民

年金保険料を納付できない期間である上、申立期間①当時、申立人に別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当らない。 

また、申立期間②及び③については、申立人は、当該期間の国民年金保険料

納付時期や納付月数など、納付方法についての記憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間②

及び③における国民年金保険料の納付状況等が不明である。 

さらに、市の申立人に係る国民年金被保険者名簿から、申立期間③の期間中

である昭和 47 年２月、同年６月及び 48 年７月に、申立人に対して催告状が送

付されたことが確認でき、これらの時点では、申立人の国民年金保険料が納付

されていなかったと考えられる。 

加えて、申立人が、申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付したこと

を示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、当該期間の国民年金保険料が

納付されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



なお、申立人が所持する国民年金手帳には、氏名欄に誤った姓が記載された

上で訂正されていることが確認できるものの、市及び社会保険庁において誤っ

た氏名による年金記録は確認できないこと、及び申立人の国民年金手帳に記載

された国民年金手帳記号番号に基づき作成された市の国民年金被保険者名簿、

社会保険事務所の特殊台帳等の関連資料には、いずれも正しい氏名が記載され

ていることから、申立人が所持する国民年金手帳の氏名欄に誤記があることを

もって、申立人の年金記録が別人のものであるとは考え難い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



大分国民年金 事案 375 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年５月から 47 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年５月から 47 年３月まで 

    私は、20 歳になったころ、国民年金に加入し、２年間ほどは地区の納付

組織で、自分が集金人をしていた。自分が集金人をしていて、納付していな

いとは考えられないので、申立期間の国民年金保険料は納付しているはずで

ある。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

(家計簿、確定申告書等)は無い上、申立期間の国民年金保険料が納付されたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人前後の国民年金手帳記号番

号の被保険者記録から、昭和 47 年１月ごろに払い出されたことが推認できる

ところ、この時点では、申立期間の大部分は時効により国民年金保険料を納付

できない期間である上、申立期間当時、申立人に別の国民年金手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人の妻は、申立人と連番で国民年金手帳記号番号が払い出され

ているところ、申立人の妻についても、申立期間の国民年金保険料の納付記録

は確認できない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



大分国民年金 事案 376 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年 10 月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 10 月から 47 年３月まで 

申立期間が厚生年金保険に重複して国民年金保険料が納付されたとして

社会保険庁の国民年金被保険者記録では、国民年金保険料還付処理済みとな

っている。国民年金保険料還付金を受け取っていないのに、国民年金保険料

が還付処理済みとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する領収証書から、申立期間の国民年金保険料が、昭和 48 年

11 月 29 日に過年度納付されていることが確認できる。 

この点、申立人の特殊台帳の備考欄には、申立期間の国民年金保険料が還付

処理されたことが還付金額や還付決定日とともに明確に記載されており、この

記載内容に不合理な点は無く、ほかに申立人に対して国民年金保険料が還付さ

れた事実を疑わせるような事情も見当たらない。 

また、申立人は、国民年金保険料の還付処理がなされた当時の通帳等は保管

しておらず、その他国民年金保険料が還付されていないことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めるこ

とはできない。 



大分国民年金 事案 377 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年 10 月から 50 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年 10 月から 50 年 12 月まで 

     私は昭和 46 年 10 月に結婚し、その時から国民年金保険料を地区の納付組

織に納付してきた。納付組織に納付できなかったときは、郵便局か銀行に

夫が納付書を持参し納付していたので、申立期間が未加入とされているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人又は申立人の夫が、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿等）は無い上、申立人及び申立人の夫

は、申立人の申立期間に係る国民年金加入手続や加入の時期などについての

記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人の申立期間に係る国民年金の加入状況、保険料の

納付状況が不明である。 

また、申立人は結婚した昭和 46 年 10 月以降、国民年金保険料を地区の納

付組織を通じ納付してきたと主張するものの、申立人の国民年金手帳記号番

号は、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿から、昭和 51 年２月以

降に払い出されたことが確認でき、この時点では申立期間のうち、46 年 10 月

から 48 年 12 月までは時効により国民年金保険料を納付できない期間である。 

   さらに、申立期間当時、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



大分国民年金 事案 381 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年９月から 49 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年９月から 49 年３月まで 

    申立期間当時、国民年金保険料は父が納付組織（婦人会）の集金、又は市

役所で納付していたと思う。父は当時、自営業をしており、私と妹はその手

伝いをしていた。妹からは 20 歳から国民年金に加入している記録があると

聞いている。私は保険料納付には関与していないが、申立期間が未納とされ

ていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人は、申立期間の

国民年金保険料納付に関与しておらず、申立人の父親は既に亡くなっているこ

とから、申立人の申立期間に係る国民年金保険料の納付状況等が不明である。 

また、申立人が国民年金に加入した時期は、国民年金手帳記号番号払出簿と

申立人の保険料納付状況から、婚姻を機にＡ市へ転居後の昭和 49 年７月以降

と推認され、この時点では、申立期間の大部分は、時効により納付できない期

間である。 

さらに、申立期間当時、申立人が居住していたＢ市には、申立期間に申立人

が国民年金に加入していたことを確認できる記録は無く、申立人に、申立期間

当時、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

加えて、申立人は、申立人の妹の国民年金の資格取得日が 20 歳になってい

ることから、申立人についても申立期間は加入していたはずと主張しているが、

申立人の国民年金被保険者資格取得日は、申立人が昭和 49 年７月以降に国民



年金の加入手続を行った際に 39 年９月にさかのぼって資格取得しており、申

立人の妹の国民年金被保険者資格取得日は、61 年４月に国民年金の加入手続

を行った際に 45 年９月（20 歳時）にさかのぼって、資格取得がなされたもの

と認められることから、実際にそれぞれの資格取得日から国民年金保険料が納

付されていたことを示すものではないと考えられる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



大分国民年金 事案 382 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年８月及び同年９月、51 年７月及び同年８月、並びに 54

年９月の国民年金保険料については、還付されていないものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年８月及び同年９月 

② 昭和 51 年７月及び同年８月 

③ 昭和 54 年９月 

申立期間については、過誤納の国民年金保険料を還付しているとの社会保

険事務所の回答であるが、還付の手続をした記憶が無く、還付してもらった

記憶もないので納得いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の申立人に係る特殊台帳から、申立期間①、②及び③の国民年金

保険料が納付されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、申立期間①、②及び③当時、厚生年金保険に加入

していることから、当該期間の国民年金保険料が還付されていることについて

不自然さは見られない。 

また、社会保険庁の申立人に係るオンライン記録には、申立期間の国民年金

保険料が還付処理されたことが還付金額や還付決定日とともに明確に記録さ

れており、この記録に不合理な点は無く、ほかに申立人に対する保険料の還付

をうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人から聴取しても国民年金保険料が還付されていないことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

なお、申立人は、「還付が事実であれば、社会保険事務所は令書の控え（国

民年金保険料の領収書）を回収するはずであるが、申立期間の令書の控えを返

した記憶は無く、手元にある。」と主張しているところ、社会保険事務所は、

国民年金保険料の還付に当たって、被保険者に対し、国民年金保険料領収書の

提出を求めることはない旨を回答している。 



   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めるこ

とはできない。 

 

 



大分国民年金 事案 383 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月から 45 年３月まで 

    私の国民年金保険料は、市役所の集金人が集金に来たときに、20 歳から

の未納のうち３年間分が納められると言われて納付したはずなので、申立

期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿等）は無く、申立期間の国民年金保険料が納付されたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の特殊台帳及び国民年金被

保険者台帳管理簿から、昭和 44 年７月３日を資格取得日として、45 年 11 月

ごろに夫婦連番で払い出されたことが推認でき、この時点では、申立期間の一

部は、時効により国民年金保険料を納付できない期間である上、申立期間当時、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

さらに、申立期間のうち、昭和 42 年４月から 44 年６月までの期間は、国民

年金の未加入期間であり、当該期間について過年度納付又は特例納付の納付書

が発行されたとは考えにくい上、申立人が納付したと主張する国民年金保険料

額（１万 7,000 円程度）は、申立期間のうち過年度納付又は特例納付が可能な

44年７月から45年３月までの国民年金保険料を実際に過年度納付又は特例納

付するのに必要な保険料額と大きく相違する。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



大分国民年金 事案 384 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年２月から 45 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年２月から 45 年３月まで 

    申立期間当時、私はまだ独身であり、就職もしていなかった。私の国民年

金保険料は、旧Ａ町の実家で同居していた兄の妻（以下「義姉」という。）

が納付してくれていたと思っていた。 

    今回、私の年金記録を確認したところ、義姉が納めてくれていたはずの期

間の保険料が未納となっていることに納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の義姉が、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は、申立期

間の国民年金の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、申立人の保険料を

納付していたとする申立人の義姉も当時の記憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間におけ

る国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等が不明である。 

また、申立人は、昭和 45 年５月に結婚しＢ市に転居していることが確認で

きるところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 45 年５月 24 日にＢ市

において払い出されていることが確認でき、この時点では申立期間の大部分

は時効により国民年金保険料を納付できない期間である上、申立人に、申立

期間当時、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年１月から 45 年４月までの期

間については、共済組合に加入し、退職時に一時金を受給していることが確認

できることから、当該期間について、国民年金保険料を重複して納付していた

とは考えにくい。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



大分厚生年金 事案 136 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年４月から 30 年３月まで 

  ② 昭和 32 年１月から同年４月まで 

  ③ 昭和 32 年５月から 33 年１月まで 

     私は、申立期間①については、Ａ組合連合会のＢ工場に勤務し、申立期間

②については、Ｃ社の下請けのＤ組又はＤ班でケーブルクレーン運転手と

して、申立期間③についてはＥ社Ｆ出張所で特殊自動車等の建設機械運転

手として勤務していたのに、いずれも厚生年金保険の記録が無い。 

     申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が所持するＡ組合連合会の身分証明書及び勤

務時の写真からＡ組合連合会のＢ工場で勤務していたことは推認することが

できる。 

しかしながら、申立期間①について、申立人はＢ工場にいた同僚の名前を覚

えておらず、当時、Ａ組合連合会で勤務していた者から聴取しても、同工場で

勤務していた同僚からの証言を得ることができない。 

また、Ｇ組合（Ａ組合連合会は、平成 14 年４月に同組合に合併。）に照会し

たところ、「当時の賃金台帳等の保険料控除に係る関連資料は無い。」との回答

があり、申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の加入をうかが

わせる事情を得ることはできない。 

申立期間②については、勤務内容に関する申立人の具体的な供述及び勤務時

の写真から、Ｄ組又はＤ班で勤務していたことは推認することができる。   

しかしながら、元請け会社であるＣ社に申立期間当時の下請け業者について

照会したところ、「当時の業者名簿等の関連資料は無く不明。」と回答している

上、Ｄ組又はＤ班は、社会保険庁のオンライン記録において、厚生年金保険の



適用事業所としての記録は確認できず、類似する名称の適用事業所も確認する

ことができない。 

申立期間③については、勤務内容に関する申立人の具体的な供述及び勤務時

の写真から、Ｅ社Ｆ出張所で勤務していたことは推認することができる。 

しかしながら、Ｅ社Ｆ出張所に勤務し、申立人と同様に重機班に在籍してい

た元同僚の厚生年金保険加入記録が確認できない上、複数の元同僚からは、「重

機の運転手等は臨時職員であり、申立人は臨時職員であった。臨時職員は厚生

年金保険には加入していなかった。」旨の証言を得たことから、当時、事業主

は臨時職員については厚生年金保険の加入をさせていなかったことがうかが

える。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③の期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。  



大分厚生年金 事案 137 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和51年 10月から54年２月までの間のうち２年ほど 

    私は、昭和 51 年 10 月から 54 年２月までのうち、２年ほど、Ａ社でタク

シー運転手をしていた。24 時間の隔日勤務で正社員として勤務していたの

で、申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の勤務内容に関する供述及び申立人から紹介を受けた同僚の証言か

ら、申立人が申立期間のうち、いずれかの期間において、Ａ社で勤務してい

たことは推認することができる。 

しかしながら、申立人の勤務期間等の記憶は曖昧
あいまい

であること、及び当該事業

所に勤務していたことが確認できる複数の元同僚には、申立人に係る勤務時期

などの記憶が無く、申立期間に係る勤務期間の特定もできない上、Ｂ社（Ａ社

から事業を継承。）に照会した結果、保険料控除に係る関連資料も無く、申立

期間における厚生年金保険の加入状況等については不明である。 

また、社会保険事務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿には、申立人の厚生年金保険の加入記録は無く、健康保険の整理番号

にも欠番は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 138 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月１日から同年７月 14 日まで 

 ② 昭和 36 年７月 15 日から 41 年３月１日まで 

 ③ 昭和 41 年３月１日から同年９月 21 日まで 

私は、申立期間①、②及び③において、それぞれ、Ａ社、Ｂ社で勤務し、

出産のため退職したが、復職して勤めるつもりであった。 

申立期間に係る脱退手当金が受領済みとなっていると、社会保険事務所か

ら説明されたが、請求した覚えもなく、もらってもいない。この期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管している申立期間①、②及び③に係るＡ社、Ｂ社の

申立人の被保険者原票には、それぞれ脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示が記されているとともに、すべての申立期間の脱退手当金は、支給額に

計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約４か月

後の昭和 42 年１月 20 日に支給決定されていること、及び脱退手当金請求時

において、婚姻後の姓で請求していることが確認できるなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに、脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 


